
第１０号様式（第 16条第２項関係） 

8都 市 建 企 第 5 4号 

令和８年４月９日 

 

 

 関係各位 

 

 

東京都都市整備局市街地建築部長  

高橋 竜太郎  

（公印省略） 

 

 

東京都登録試験機関の登録事項の変更について（通知） 

 

 

 標記の件について、建築物の工事における試験及び検査に関する東京都取扱要綱第１６

条第２項の規定により登録を抹消したので、下記のとおり通知します。 

 特定行政庁におかれては、この旨を貴行政庁の営繕主務部へ通知願います。 

 

 

記 

 

１ 登 録 の 分 類 Ⅰ―Ａ 類 

 

２ 試 験 機 関 の 名 称 一般財団法人 建材試験センター  

工事材料横浜試験室 横浜試験室 

 

３ 試験機関の代表者名 高橋 典明 

 

４ 試 験 機 関 の 所 在 地 〒223-0058 神奈川県横浜市港北区新吉田東 8丁目 31番 8号 

 

５ 登 録 番 号 試Ａ－14－(8)－5 

 

６ 登 録 年 月 日 令和７年 12月１日 

 

７ 抹 消 年 月 日 令和８年４月９日 

 

８ 抹 消 理 由 令和 8年４月１日付で事業廃止届が提出されたため 

              


